
 

【単位ＰＴＡ保管用】   

 

令和８年度 

一社）横須賀市ＰＴＡ協議会 よこすかＰＴＡサポート  

こども１１０番の家見舞金支給制度 

ご案内 
 

本見舞金支給制度は、一社）横須賀市ＰＴＡ協議会が運営する「こども１１０番の家」活動において、お住まいの

学区のＰＴＡを通して、一社）横須賀市ＰＴＡ協議会が窓口となり、団体保険に加入するものです。 

加入保険名：東京海上日動火災保険：「こども１１０番の家」運動に係わる見舞金費用保険 

 

■ご連絡・お問い合わせ先■ 

１．こども１１０番の家の活動についての問い合わせ先（お住まいの学区にある小・中学校になります） 

協力者の方の直接の窓口になりますので、連絡の付きやすいご連絡先にてお願いします。 

 

２．保険代理店。保険の詳細についての問い合わせ先 

  保険請求後の対応先 

東京海上日動火災保険（株） 代理店 サイカ保険サービス 雑賀（さいか）  様 

〒２３８－０８０２   横須賀市馬堀町 ２－２－８ 

    ＴＥＬ ８４１－１４０８   ＦＡＸ ８４１－１４０９  

 

３．こども１１０番の家活動運営 

一般社団法人横須賀市ＰＴＡ協議会 よこすかＰＴＡサポート 

〒238-0006 横須賀市日の出町３－１９－１６ 横須賀三浦教育会館内５Ｆ 

電話 ０４６（８２４）１４７８ ＦＡＸ ０４６（８２４）１４８０ 

E-mail：office@pta-yokosuka.jp 

※市 P 協からの返信が届かないトラブルを防ぐため、キャリアメール（ｅｚｗｅｂ、docomo など）ではなく、プロバイ

ダーメールや gmail、icloud などからのご連絡をお願いします。 

 

 



単Ｐ保管用（R８） 

1 
 

1.支給対象資格・保険料 

【資格】 

制度の対象になるのは、次の通りです。 

・横須賀市ＰＴＡ協議会が配布している、「こども１１０番の家」のプレートを掲示している商店・民家・事業所。 

・建物がある学区の小学校・中学校のＰＴＡに登録してあること。 

 

【保険料】 

  ・単位ＰＴＡより支払う。 

 

２．対象となる事故 

（１）傷害見舞金 

「こども１１０番の家」運動に直接関連して本運動の協力者等が傷害を被り、 

①死亡した場合（死亡見舞金） 

②後遺障害を被った場合（後遺障害見舞金） 

③入院した場合（入院見舞金） 

④通院した場合（通院見舞金） 

（２）財物損壊見舞金 

「こども１１０番の家」運動に直接関連して、 

①登録建物が損壊した場合（建物損害見舞金） 

②登録建物内の収容動産が損壊した場合（収容物損害見舞金） 

 

３．こども１１０番の家の登録方法 

 

 登録情報は 

（１）協力者の氏名、住所、電話番号（原則固定電話） 

（２）登録建物の所在地および店舗の場合は店舗名 

 になります。リストの管理は重要です。各単位ＰＴＡにて管理をお願いします。 

（任意） 協力者様には、別途配布しました『こども 110 番の家マニュアル』と『こども１１０番ご案内【協力者用】』を必要に応

じて配布してください。印刷は各ＰＴＡでお願いします。また窓口連絡先、担当者などについては、各ＰＴＡで記入をしてく

ださい。 

 

４．支払い対象期間 

見舞金の支払い対象期間は令和８年６月１日午前０時～令和９年５月３１日午後１２時まで（１年間）です。 

 

５．見舞金について 

（１）傷害見舞金については、協力者等１名１事故あたりの見舞金支払額を以下のとおりとします。 

①死亡見舞金  ： ３００万円 

②後遺障害見舞金： 重度後遺障害のとき  ３００万円 

              中度後遺障害のとき   ９０万円 

              軽度後遺障害のとき    ９万円 

③入院見舞金  ： １万円 

④通院見舞金  ： ３,０００円 

（２）財物損壊見舞金については、協力者１名１事故あたりの見舞金支払額は以下のとおりとします。 

①建物損害見舞金 ：１万円 

②収容物損害見舞金：１万円 
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※見舞金の詳細については、「横須賀市ＰＴＡ協議会「こども１１０番の家」運動に係る見舞金支給規程」に記載されていま

す。 

単位ＰＴＡは、この資料に添付してあります。見つからない場合は、市Ｐ協事務局までご請求ください。 

協力者の方は、登録してあるＰＴＡ（学校）までご連絡ください。 

 

６．事故報告 

登録建物にこども等の駆け込みがあった場合は、事故の有無にかかわらず、遅滞なく登録してあるＰＴＡ（学校）にその旨

を報告してください。報告がなくて事故が発生した場合は、見舞金をお支払いできません。 

 

７．見舞金の請求手続き 

（１）事故が発生した場合は、 

協力者→単位ＰＴＡ→横須賀市ＰＴＡ協議会→保険代理店→協力者 

という流れになります。協力者から連絡があった場合は、リストに載っている登録者かどうかご確認の上、確認ができ

たら、協力者のお名前、住所、日中連絡の付く電話番号を横須賀市ＰＴＡ協議会にご連絡ください。その後横須賀市ＰＴＡ

協議会から保険代理店へ連絡をし、保険代理店がその後の必要手続きを行います。 

終ページの「見舞金請求から受け取りまでの流れ」をご参照ください。 

  

（２）「見舞い金」請求書類は以下のものです。 (事故報告のご連絡を受け次第、保険代理店よりご案内させていただきます) 

①すべての見舞金について共通 

  ・事故内容報告書 

  ・見舞金請求書 

  ・公の機関による事故証明書  

②死亡見舞金について 

  ・死亡診断書もしくは死体検案書 

③後遺障害見舞金について 

  ・後遺障害の程度を証明する医師の診断書 

④入院見舞金および通院見舞金について 

  ・医師の診断書（写） 

⑤建物損害見舞金および収容物損害見舞金について 

  ・損壊した物の写真 

 

８．見舞金の支払い 

見舞金は、横須賀市ＰＴＡ協議会または保険会社よりお支払いいたします。 

基本は横須賀市ＰＴＡ協議会からのお支払ですが、金額が高額の場合は、保険会社から支払われる場合もあります。 
 

９．見舞金をお支払いできない主な場合 

次のいずれかの事故または事由によって生じた事故に対しては見舞金を支払いません。 

（１）協力者等の故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為（過失犯を除きます。）または闘争行為 

（２）協力者等が次のいずれかに該当する間に生じた事由 

ア．法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで自動車等を運転し

ている間 
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イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を

運転している間 

（３）協力者等の妊娠、出産、早産または流産 

（４）協力者等に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、

当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。 

（５）協力者等に対する刑の執行 

（６）地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

（７）戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数

の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認め

られる状態をいいます。） 

（８）核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分

裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

（９）⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 

（10）⑪以外の放射線照射または放射能汚染 

（11）医学的他覚所見（理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。）に

よる裏付のない頸部症候群（いわゆる「むちうち症」をいいます。）、腰痛その他の症状。ただし、入院見舞金および

通院見舞金についてのみ適用します。 
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■見舞金請求から受け取りまでの流れ【単位ＰＴＡ用】 

 

「こども１１０番の家」運動に直接関連して本運動の協力者等が傷害を被ったら。もしくは登録建物

が損壊したら。 

 

協力者 

        速やかに登録してあるＰＴＡ（学校）に連絡してください。 

 

★担当ＰＴＡ 

    名簿に登録されているか確認し、登録されている協力者の場合は、 

    名前、住所、日中連絡の付く電話番号を一社）横須賀市ＰＴＡ協議会に報告してください。 

  書類１ を一社）市Ｐ協までＦＡＸまたはメール、学校逓送便でお送りください。（学校

逓送便の場合使用の場合は、合わせて電話またはメールでのご一報をお願いします） 

 

一社）横須賀市ＰＴＡ協議会 

    事故発生及び協力者の連絡先を保険代理店に報告。 

保険代理店 

協力者のご自宅へ保険代理店から連絡があり、必要な手続きをお願いします。 

（詳細については、保険代理店よりご案内があります） 
 

横須賀市ＰＴＡ協議会または保険会社 

請求に基づき、お見舞い金をお支払いいた します。 
 

 

 

以上でお手続きが終了となります。 
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■見舞金請求から受け取りまでの流れ【協力者様用】 

 

「こども１１０番の家」運動に直接関連して本運動の協力者等が傷害を被ったら。もしくは登録建物

が損壊したら。 

 

協力者様は、★のところをご確認ください。 

 

★協力者様 

        速やかに登録してあるＰＴＡ（学校）に連絡してください。 

 

担当ＰＴＡ 

    名簿に登録されているか確認し、登録されている協力者の場合は、 

    名前、住所、日中連絡の付く電話番号を一社）横須賀市ＰＴＡ協議会に報告してください。 

  書類１ を一社）市Ｐ協までＦＡＸまたはメール、学校逓送便でお送りください。（学校逓

送便の場合使用の場合は、合わせて電話またはメールでのご一報をお願いします）（書

類１はこの書類には添付しません） 

 

一社）横須賀市ＰＴＡ協議会 

    事故発生及び協力者の連絡先を保険代理店に報告。 

★保険代理店 

協力者様のご自宅へ保険代理店から連絡があり、必要な手続きをお願いします。 

（詳細については、保険代理店よりご案内があります） 
 

★一社）横須賀市ＰＴＡ協議会または保険会社 

請求に基づき、協力者様にお見舞い金をお支払いいた します。 
 

 

 

以上でお手続きが終了となります。 
 
 

 

 

 

 

 


